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2月 （如月）FEBRUARY

日 月 火 水 木 金 土

11日・建国記念の日
23日・天皇誕生日  

◆  2 月 の 税 務 と 労 務

2 2026（令和8年）

所有不動産記録証明制度　相続登記の申請義務化（令和6年4月～）に伴う環境整備の
一環として設けられた制度で、令和8年2月2日施行。特定の被相続人が登記簿上の所有
者として記録されている不動産を、登記官が一覧的にリスト化し、証明書として交付を
受けることができ、相続登記が必要な不動産を把握する際に役立ちます。

国　税／�令和7年分所得税の確定申告 
� 2月16日～3月16日

（還付申告は申告期間前でも受け付けられます）
国　税／�贈与税の申告� 2月1日～3月16日

（税務署窓口での申告書受付は2月2日から）
国　税／�1月分源泉所得税の納付� 2月10日
国　税／�12月決算法人の確定申告（法人税・消費税等） 

� 3月2日
国　税／�6月決算法人の中間申告� 3月2日
国　税／�3月、6月、9月決算法人の消費税等の中間

申告（年3回の場合）� 3月2日
国　税／�決算期の定めのない人格なき社団等の法人

税の確定申告及び納付� 3月2日
地方税／�固定資産税（都市計画税）第4期分の納付 

� 市町村の条例で定める日
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2 月号─2

　

所
得
税
・
復
興
特
別
所
得
税
（
以

下「
所
得
税
等
」）の
確
定
申
告
で
は
、

申
告
す
る
納
税
者
の
個
々
の
事
情
を

税
額
の
計
算
に
反
映
さ
せ
、
そ
れ
ぞ

れ
の
担
税
力
に
沿
っ
た
納
税
額
を
算

出
す
る
た
め
に
、
各
種
の
所
得
控
除

が
設
け
ら
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
適
用

に
当
た
り
、「
生
計
を
一
（
い
つ
）
に

す
る
親
族
」
を
適
用
対
象
と
す
る
控

除
が
あ
り
ま
す
。

　

ま
た
、
相
続
税
の
申
告
で
は
、
被

相
続
人
が
自
宅
や
事
業
用
建
物
の
敷

地
と
し
て
使
用
し
て
い
た
土
地
を
相

続
し
た
場
合
、
評
価
額
を
最
大
80
％

減
額
す
る
こ
と
が
で
き
る
「
小
規
模

宅
地
等
の
特
例
」
が
あ
り
ま
す
が
、

本
特
例
で
も
「
被
相
続
人
と
生
計
を

一
に
し
て
い
た
被
相
続
人
の
親
族
」

が
居
住
し
て
い
た
宅
地
等
が
、
そ
の

対
象
に
含
ま
れ
て
い
ま
す
。

　

所
得
税
等
ま
た
は
相
続
税
の
い
ず

れ
に
お
い
て
も
「
生
計
を
一
に
す
る

親
族
」
の
要
件
を
正
し
く
理
解
す
る

こ
と
は
税
額
計
算
を
大
き
く
左
右
す

る
重
要
な
要
素
で
す
。
本
号
で
は
、

「
生
計
を
一
に
す
る
親
族
」
の
具
体

的
な
判
定
基
準
を
、
所
得
税
等
と
相

続
税
ご
と
に
み
て
い
き
ま
す
。

１　

所
得
税
等
に
お
け
る
判
定
基
準

１　

所
得
税
等
に
お
け
る
判
定
基
準

　

所
得
税
法
上
設
け
ら
れ
て
い
る
各

種
の
所
得
控
除
に
つ
い
て
、「
生
計

を
一
に
す
る
親
族
」
が
適
用
要
件
と

な
る
も
の
は
【
次
頁
表
１
】
の
と
お

り
で
す
。
な
お
、
税
法
上
の「
親
族
」

と
は
、「
六
親
等
内
の
血
族
」、「
配

偶
者
」、「
三
親
等
内
の
姻
族
」
を
い

う
も
の
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

そ
し
て
所
得
税
法
等
で
は
、「
生

計
を
一
に
す
る
親
族
」
と
は
次
の
よ

う
に
規
定
さ
れ
て
い
ま
す
。

・　

親
族
が
同
一
の
家
屋
に
起
居
し

て
い
る
場
合
に
は
、
明
ら
か
に
互

い
に
独
立
し
た
生
活
を
営
ん
で
い

る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
を
除
き
、

「
生
計
を
一
に
す
る
親
族
」
と
取

り
扱
う
。

・　

勤
務
、
修
学
、
療
養
等
の
都
合

上
、
他
の
親
族
と
日
常
の
起
居
を

共
に
し
て
い
な
い
親
族
で
あ
っ
て

も
、
①
そ
の
親
族
が
勤
務
、
修
学

等
の
余
暇
に
は
他
の
親
族
の
も
と

で
起
居
を
共
に
す
る
こ
と
が
常
例

と
な
っ
て
い
る
場
合
、
②
こ
れ
ら

の
親
族
間
に
お
い
て
、
常
に
生
活

費
や
学
資
金
、
療
養
費
等
の
送
金

が
行
わ
れ
て
い
る
場
合
は
「
生
計

所
得
税
・
相
続
税

「
生
計
を
一
に
す
る
親
族
」

の
判
定
基
準

　

所
得
税
や
相
続
税
の
申
告
に
お
い
て
、「
生
計
を
一
に
す

　

所
得
税
や
相
続
税
の
申
告
に
お
い
て
、「
生
計
を
一
に
す

る
親
族
」の
判
定
は
控
除
や
特
例
の
適
用
に
直
結
し
ま
す
。

る
親
族
」の
判
定
は
控
除
や
特
例
の
適
用
に
直
結
し
ま
す
。

　

同
居
・
別
居
の
有
無
だ
け
で
な
く
、
生
活
費
の
送
金
な

　

同
居
・
別
居
の
有
無
だ
け
で
な
く
、
生
活
費
の
送
金
な

ど
実
態
に
基
づ
く
判
断
が
求
め
ら
れ
ま
す
の
で
、
所
得
税
・

ど
実
態
に
基
づ
く
判
断
が
求
め
ら
れ
ま
す
の
で
、
所
得
税
・

相
続
税
そ
れ
ぞ
れ
の
判
定
基
準
と
留
意
点
を
整
理
し
ま
す
。

相
続
税
そ
れ
ぞ
れ
の
判
定
基
準
と
留
意
点
を
整
理
し
ま
す
。

を
一
に
す
る
親
族
」と
取
り
扱
う
。

　

以
上
の
と
お
り
、「
生
計
を
一
に

す
る
親
族
」
と
は
、
必
ず
し
も
同
居

を
要
件
と
す
る
も
の
で
は
な
く
、
別

居
し
て
い
て
も
、
生
活
費
を
送
金
す

る
な
ど
し
て
「
同
じ
財
布
」
で
生
活

し
て
い
れ
ば
生
計
を
一
に
す
る
親
族

と
認
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

別
居
し
て
い
る
親
族
の
生
活
費
や

療
養
費
を
送
金
し
て
、
そ
の
親
族
を

年
末
調
整
に
お
い
て
扶
養
控
除
の
対

象
に
す
る
よ
う
な
場
合
は
、
銀
行
振

込
や
現
金
書
留
の
送
金
控
を
保
管

し
、
必
要
に
応
じ
て
、
源
泉
徴
収
義

務
者
に
そ
の
控
え
を
提
示
し
、
確
認

を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
準
備

し
て
お
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。

２　

相
続
税
・
小
規
模
宅
地
等
の
特

２　

相
続
税
・
小
規
模
宅
地
等
の
特

例
の
適
用
に
お
け
る
判
定
基
準

例
の
適
用
に
お
け
る
判
定
基
準

　

個
人
が
、
相
続
や
遺
贈
に
よ
っ
て

取
得
し
た
財
産
の
う
ち
、
そ
の
相
続

開
始
の
直
前
に
お
い
て
被
相
続
人
ま

た
は
被
相
続
人
と
生
計
を
一
に
し
て

い
た
被
相
続
人
の
親
族
の
事
業
の
用

ま
た
は
居
住
の
用
に
供
さ
れ
て
い
た

宅
地
等
の
う
ち
一
定
要
件
に
該
当
す

る
も
の
は
、
相
続
税
の
課
税
価
格
に

算
入
す
べ
き
価
額
の
計
算
上
、
一
定



3─ 2月号

割
合
を
減
額
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

被
相
続
人
と
生
計
を
一
に
し
て
い
た

相
続
人
が
適
用
す
る
こ
と
が
で
き
る

特
例
の
適
用
要
件
は
【
下
表
２
】
の

と
お
り
で
す
。

　

小
規
模
宅
地
等
の
特
例
適
用
に
当

た
り
、「
生
計
を
一
に
す
る
親
族
」

と
の
要
件
の
判
定
基
準
は
所
得
税
法

上
の
基
準
と
同
一
で
す
が
、
二
世
帯

住
宅
に
居
住
す
る
親
子
の
相
続
に
つ

い
て
、
生
計
を
一
に
す
る
親
族
と
し

て
小
規
模
宅
地
等
の
特
例
が
適
用
で

き
る
か
ど
う
か
が
争
わ
れ
た
裁
決
事

例
が
あ
り
ま
す
。

　

こ
の
事
例
で
は
、
１
階
に
子
が
居

住
、
２
階
に
被
相
続
人
が
居
住
し
て

い
ま
し
た
。
し
か
し
、
①
建
物
の
構

造
上
、
そ
れ
ぞ
れ
独
立
し
た
居
宅
と

な
っ
て
い
る
こ
と（
区
分
登
記
あ
り
）、

②
水
道
光
熱
費
や
生
活
費
も
独
立
し

て
い
た
こ
と
な
ど
か
ら
、
相
続
人
で

あ
る
子
に
つ
い
て
は
小
規
模
宅
地
等

の
特
例
に
い
う
「
被
相
続
人
の
居
住

の
用
に
供
さ
れ
て
い
る
宅
地
に
同
居

す
る
親
族
」
と
も
「
生
計
を
一
に
す

る
親
族
」
と
も
認
め
ら
れ
な
い
と
認

定
さ
れ
ま
し
た
。

　

同
じ
建
物
に
居
住
し
て
い
る
親
族

で
も
「
同
じ
財
布
」
で
生
活
し
て
い

る
事
実
が
な
け
れ
ば
「
生
計
を
一
に

す
る
親
族
」
と
は
認
め
ら
れ
な
い
こ

と
が
示
さ
れ
た
事
例
で
す
。

３　

ま
と
め

３　

ま
と
め

　

生
計
を
一
に
す
る
親
族
に
該
当
す

る
か
ど
う
か
の
判
定
は
、

〇　

子
の
あ
る
方
と
再
婚
し
た
場
合

に
そ
の
子
を
扶
養
控
除
の
対
象
に

で
き
る
か
？
（
そ
の
子
が
16
歳
以

上
で
所
得
が
一
定
額
以
下
、
再
婚

後
の
両
親
と
生
計
を
一
に
し
て
い

れ
ば
控
除
対
象
）

〇　

離
婚
後
、
養
育
費
を
負
担
し
て

い
る
子
を
扶
養
控
除
の
対
象
に
で

き
る
か
？
（
養
育
費
が
扶
養
義
務

の
履
行
と
し
て
一
定
の
年
齢
ま
で

に
限
っ
て
支
払
う
も
の
で
あ
れ
ば
、

生
計
を
一
に
し
て
い
る
と
し
て
控

除
対
象
に
で
き
る
）

と
い
っ
た
デ
リ
ケ
ー
ト
な
問
題
に
も

関
係
し
ま
す
。
認
定
基
準
を
正
し
く

理
解
す
る
と
と
も
に
、「
同
じ
財
布
」

で
生
活
し
て
い
る
こ
と
を
証
明
で
き

る
資
料
の
準
備
が
必
須
で
す
。

【参考資料】
国税庁

タックスアンサー
No.1180
扶養控除

【表 1】生計を一にする親族であることが適用要件とされる所得控除（令和 7 年分）
項番 控除名称 適用対象となる親族等の要件

1 雑損控除 損害を受けた資産の所有者が、納税者と生計を一にする配偶者やその他の親族で、年間総所得
金額等が58万円以下であること

2 医療費控除 支払った医療費が納税者と生計を一にする配偶者やその他の親族の医療費であること

3 社会保険料控除 支払った社会保険料が納税者と生計を一にする配偶者やその他の親族が負担すべき社会保険料
であること

4 障害者控除 納税者と生計を一にする配偶者や扶養親族が所得税法上の障害者であること

5 ひとり親控除 納税者が、年間合計所得金額が58万円以下の生計を一にする子（他の人の配偶者や扶養親族
とされている者を除く）を有すること

6 配偶者控除 納税者と生計を一にし、年間合計所得金額が58万円以下の配偶者であること（内縁関係・事
業専従者を除く）

7 配偶者特別控除 納税者と生計を一にし、年間合計所得金額が58万円超133万円以下の配偶者（内縁関係・事
業専従者を除く）であること注

8 扶養控除 納税者と生計を一にする16歳以上で、年間合計所得金額が58万円以下の親族（事業専従者を除
く）であること

9 特定親族特別控除 納税者と⽣計を⼀にする19歳以上23歳未満で、年間合計所得⾦額が58万円超123万円以下
の親族（配偶者、事業専従者を除く）であること

注�　他に、①夫婦間で相互に配偶者特別控除を適用していないこと、②配偶者が親など別の親族の源泉徴収において扶養
親族として控除を受けていないなどの要件があります。

【表 2】被相続人と生計を一にしていた相続人が適用することができる小規模宅地等の評価の特例

対象となる宅地等 要　　　　　　　　件 限度面積と
評価額の減額割合

被相続人と生計を一にしていた被相続人
の親族の事業の用に供されていた宅地等
（特定事業用宅地等に該当する宅地等）

①�　相続開始の直前から相続税の申告期限まで、その宅
地等の上で事業を営んでいること。
②�　その宅地等を相続税の申告期限まで有していること。

限度面積　400㎡
	減額割合	 80％

被相続人と生計を一にしていた被相続人
の親族の居住の用に供されていた宅地等
（特定居住用宅地等に該当する宅地等）

①�　被相続人の配偶者については取得者の要件なし。
②�　被相続人と生計を一にしていた親族については、相
続開始前から相続税の申告期限まで引き続きその家屋
に居住し、かつ、その宅地等を相続税の申告期限まで
有していること。

限度面積　330㎡
	減額割合	 80％



2 月号─4

　
本
業
と
は
関
係
な
い
収
入
は
雑
収

入
で
計
上
し
ま
す
。
こ
の
雑
収
入
の

中
身
は
色
々
あ
り
、
消
費
税
の
区
分

も
「
課
税
」「
非
課
税
」「
不
課
税
」
と

様
々
で
す
。
と
も
す
る
と
全
て
課
税

売
上
に
し
て
し
ま
い
、
そ
の
結
果
、

必
要
以
上
に
消
費
税
の
納
税
額
が
多

く
計
算
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
の

で
、
特
に
消
費
税
の
課
税
事
業
者
の

方
は
正
確
な
区
分
が
重
要
で
す
。

　
よ
く
あ
る
雑
収
入
は
次
の
よ
う
な

も
の
で
す
。
不
課
税
と
な
る
の
は
、

税
金
の
還
付
金
・
還
付
加
算
金
、
保

険
契
約
の
給
付
金
・
解
約
返
戻
金
、

株
式
や
出
資
の
配
当
金
・
分
配
金
、

国
や
地
方
か
ら
の
補
助
金
・
助
成
金
、

お
祝
い
金
等
で
す
。
非
課
税
と
な
る

の
は
、
社
宅
の
家
賃
、
貸
付
金
の
利

子
、商
品
券
の
譲
渡
等
が
あ
り
ま
す
。

課
税
と
な
る
の
は
、
自
販
機
の
設
置

手
数
料
、
不
用
品
の
売
却
等
で
す
。

　
ど
う
で
し
た
か
？
決
算
の
前
に
も

う
一
度
見
直
し
ま
し
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　令和７年５月まで海外で個人事業をして
おり(日本に住民票なし＝非居住者)、同年
６月に日本に帰国し（日本に住民登録＝居
住者）同事業を開始したケース。居住者は
日本国内に限らず全ての所得が課税対象に
なりますが、この場合５月までの海外での
収入も含めて確定申告が必要でしょうか？
　５月までは非居住者であったので、帰国
前の国内源泉所得（国内の不動産賃貸料な
ど）と、帰国後の全ての所得につき、確定
申告をすることになります。帰国前は国外
での所得のみで、帰国後は国内の所得のみ
であれば、帰国後の日本での所得のみを確
定申告すればよいことになります。
　なお、医療費控除、社会保険料控除、生
命保険料控除等の額は居住者期間（帰国後）
に支払った金額を基として計算し、配偶者
控除、扶養控除等は令和７年12月31日の
現況により判定して計算します。

KEY WORDKEY WORD  ��   
年の途中で帰国した場合は 年の途中で帰国した場合は 
いつの分から申告？いつの分から申告？

■□□□□
　公営競技（競馬、競輪、オートレース、
ボートレース）の払戻金は、原則とし
て一時所得になります。一時所得では、
「収入金額（払戻金）」から「収入を得る
ために支出した金額（投票額）」を控除
しますが、この控除する投票額とは、
次のうちどの分でしょうか？
①　的中した投票券のみ
②　そのレースの全ての投票券
③　その日の全ての投票券

【解説】 �
　昨年中の公営競技の成績はどうだったで
しょうか。公営競技の払戻金を受けた方は、
確定申告が必要かどうかを確認しなければ
なりません。この場合の一時所得の金額は、
①：払戻金に係る年間受取額を計算する、
②：払戻金に係る年間投票額を計算する、

③：①－②－50万円（特別控除額）をした
金額を計算する、④：③×1/2をした金額
を計算する、という順序で行います。①②
の計算については、国税庁が提供している
エクセルの集計表がありますので、年間で
複数のレースで払戻金がある実力者の方は、
この集計表を活用するとよいでしょう。
　このときに大事なことは、「外れた投票
券の購入費用は差し引くことができない」
ということです。国税庁の集計表にも赤書
き強調されています。複数の組み合わせで
購入した１枚の投票券でも、差し引けるの
は払戻金に直接対応する分だけです。なお、
払戻金に係る投票額が分からない場合は、
払戻金とオッズなどから計算します。
　頭の中の収支計算では外れ券も含めて考
えていると思います。負け越しと思ってい
ても払戻金のみで計算すると、案外、50
万円を超えているかもしれません。嬉しく
はありませんが、確定申告が必要です。
�  正解は、①的中した投票券のみでした。
� （出典：国税庁ホームページ）
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